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旅費計算に必要な書類は以下の一 覧のとおりです。学内業務センターヘの提出締切日までに漏れの無いように送付願います。

0旅費計算に必要な書類一 覧

計算時必要書類
計算区分

領収書 内訳(※1) 半券 理由書(※2) 日程表・フライト o^p ^Tl 圭戸

備 考
スケジュール

△ ゜ ◆ 

※なければ予約
※予約内容及び ◆ 

代人払い、 外
仮計算 金額がわかるも 国送金：

内容及び金額が
の※LCCの場合

※必要に応じて
全て必要。わかるもの

は必須 学内業務セン
△ ターヘ送付す

仮計算済みの場合は、 仮計算時゜ る書類がない
※既に支払って

※予約内容及び ◆ 場合でも旅行 に学内業務センターから返却した
概算 いる場合は必要

金額がわかるも 書類も再度必ず送付して下さい。
※なければ予約

の※LCCの場合
※必要に応じて 命令書は必 ※「JTB学内業務センターからの内容及び金額が 要です。

わかるもの
は必須 ご案内」を参照して下さい。

国内 通常旅費
゜ ◆ 

学内業務セン 仮計算済みの場合は、 仮計算時
精算 ※支払済と分か ※LCCの場合は ゜ ◆ ターヘ送付す に学内業務センターから返却した

るもの 必須
※必要に応じて る証拠書類 書類も再度必ず送付して下さい。

がある場合は
必要。
学内業務セン

゜
△ ターヘ送付す 概算払い時に学内業務センター

概算本精算 ※支払済と分か
※概箕時から変 ゜ ◆ る証拠書類 から返却した書類も再度必ず送

るもの
更がない場合は ※必要に応じて がない場合 付して下さい。不要

は不要。

△ ゜

仮計算 ※なければ予約 ※予約内容及び ◆ ゜
内容及び金額が 金額がわかるも ※必要に応じて

わかるもの の

△ 仮計算済みの場合は、 仮計算時
※既に支払って ゜

゜ に学内業務センターから返却した
概算 いる場合は必要 ※予約内容及び ◆ ゜ 書類も再度必ず送付して下さい。

※なければ予約 金額がわかるも ※必要に応じて 全て必要。 ※「JTB学内業務センターからの内容及び金額が の 学内業務セン
海外

わかるもの ターヘ送付す ご案内」を参照して下さい。
る書類がない

゜
場合でも旅行 仮計算済みの場合は、 仮計算時

精算 ※支払済と分か ゜ ゜ ◆ ゜ 命令書は必 に学内業務センターから返却した
るもの

※必要に応じて 要です。 書類も再度必ず送付して下さい。

゜
△ 概算払い時に学内業務センター

概算本精算 ※支払済と分か
※概箕時から変 ゜ ◆ ゜ から返却した書類も再度必ず送

るもの
更がない場合は ※必要に応じて 付して下さい。不要

※1 内訳：予約した航空券等の内容や金額の内訳が分かる書類。（見積書や予約確認表など）。
仮計算や概算の場合は、 領収書がなくても計算可能ですが、 見積書や予約確認表など金額が分かる書類を提出してください。
旅費計算に必要な外部資金の使用の手引き・ルール等があれば併せてご提出ください。

※2理由書：キャンセル料等が発生した場合の理由書、 欠航証明書、 遅延証明書

※学会のスケジュール等は送付しなくてもかまいません。
※書類はできるだけホチキス留めにして下さい。

0書類の貼付について
領収書及び搭乗券半券などの証拠書類は、 JTB学内業務センターでスキャンしPDFデータとしてシステムに添付します。
正確に速く処理を行えるようにするため、 次の点にご協力をお願いします。

・領収書（見積書）等貼付台紙からはみ出したり 、 折り曲げたり、 重ねたりしないように糊付ける。
・貼付台紙は何枚利用してもいいので、 片面に貼り付ける。（両面に貼らない。）

こ、r、 t、 ゞ一し ‘入、 日 ムゞ s t- \ - -· カ 、

・書類の文字が薄い場合、 余白に内容を記載する。
・文字が読み取れない場合は、 北海道旅費センターから確認の連絡がある場合があります。

0提出時の付箋貼付または押印について
証拠書類には、 計算方法（仮計算／概算／概算本精算／再精算）及び支払い方法（代人／外国送金）の区別が分かるよう
付箋貼付または押印の上送付願います。
代人払・外国送金の場合は、 付箋または押印の横に支払予定日を記入願います。
（次百の付箋・押印活用例吝ご参照くだ内い＾）

〇仮計算・概算の書類の返却と精算時の書類送付方法について
仮計算及び概算の書類は、 オレンジのファイルに入れて返却します。精算時には、 返却した書類はホチキス留めのままの状態で、

追加する書類（半券など）と一緒にオレンジのファイルに入れて送付して下さい。（追加書類は、 ホチキス留めの必要はありません。）
詳しくは「JTB学内業務センターからのご案内」をご参照ください。



旅行命令（依頼）伺の備考欄主な記入例

区 分 事 由 備 考 掴 の主な 記 入例

往復JRを使用する場合

片道のみJRを使用する場合 往路JR使用、 復路000使用

東海道・山陽新幹線区間でのぞみ号利用の料金以外で支給する 例）さくら使用（博多ー岡山）場合

0/0の打ち合わせが△時開始のため特急使用(000 —△△△)JR 営業キロ が片道100 キロ未満の区間で特急を使用する場合
0/0 △時発の乗り継ぎ便に乗車するため特急使用(000—△△△） など

※領収書を提出予定の場合
は、 備考掴に「 JR領収書あり」
と記載して下さい。

学生（特別研究員を含む）で学生割引乗車券を使用しない場合 学割適用せず

定期等を利用し支給区間が変わる場合 定期券利用(000―△△△)

JRの領収書を提出する場合 JR領収書あり

往復航空機を使用する場合 往復航空機使用

片道のみ航空機を使用する場合 往路航空機使用、 復路000使用

マイレ一 ジを使用する場合 マイレ一 ジ使用(000ー△△△往復）

クー ポン等を使用する場合 クー ポン使用(000ー△△△往復）

航空機 仮計算・概算時に提出する書類では利用空港が不明の場合 利用空港(000—△△△)

事務職員で早割チケットを利用していない場合 例）急遠出張が決定したため、 早割チケットの手配は不可能

東京都等へ出張する際にLCCの成田発荒便を利用する場合 LCC利用のため成田空港利用

フライト時間が8時間以上の区間で、 「その他の職員」の支給区分 000→△△△間8時間以上のフライトのためビジネスクラス利用にある者がビジネスクラスを利用する場合

航空機のパックを使用する場合 往復航空機パック使用〇泊（食事無o, 朝食付o, 朝夕食付）

JRのパックを使用する場合 JRパック使用 〇泊(000—△△△)（食事無o, 朝食付o, 朝夕食付）

パック

学生がJRのパックを使用する場合 上記「JRのパックを使用する場合」の記載事項に加え 、 「 学割適用せず」

パックの特典として無料クー ポンが付いており、 交通費が不要と
なる場合 00-00間交通費は無料クー ポン使用のため支給不要

往復フェリーを使用する場合 往復フェリー使用(000 —△△△)□口 □口 XXX円／片道

用務の都合で薔速船を使用する場合 用務の都合上往復薔速船使用(000ー△△△）口口 XXX円／片道

フェリー

※領収書を提出予定の場合 学生（特別研究員を含む）で学生割引を利用しない場合 学割適用せず
は、 備考掴に「フェリ ー 代領収
書あり」と記載して下さい。

フェリー代の領収書を添付する場合 フェリー代領収書あり

旅行命令の日程掴の交通機関が法人車・レンタカー・借上げバス 法人車使用のため日当減額
のみで、 宿泊を伴う場合 レンタカー（借上げバス）使用のため日当減額

旅行命令の日程掴の交通機関が法人車・レンタカー・借上げバス 日帰り、 法人車（レンタカー
、 借上げバス）使用(00km )o, (25km未満／以上）

のみで、 日帰りの場合 のため日当減額

レンタカー•バス等
法人車等利用だが 、 目的地到荒後に公共交通機関の利用がある 0月0日は全日当支給※領収書を提出予定の場合 等の理由により日当を減額しない場合

は、 備考掴に「 バス／薔速バス
代領収書あり」と記載して下さ 法人車等利用により日当で賄う 0月0日法人車（レンタカー

、 借上げバス）使用のため日当減額(000 —△△い。 べき市内交通費が不要となる場
旅行命令の日程掴の交通機関 合 △) 
が法人車等と公共交通機関の
両方ある場合

日当で賄うべき市内交通費に加 0月0日法人車（レンタカー
、 借上げバス）使用(000—△△△)・昼食代不要

え 、 昼食代も不要となる場合 のため日当不支給

バス／薔速バスを使用する場合 バス／薔速バス使用(000—△△△)

バス／薔速バス代の領収書を提出する場合 バス／薔速バス代領収書あり

船舶 他大学（民間）所有の船舶に乗船する場合 口 □口 乗船 00大学所有 第 X区域o, XX沖（北緯＊＊度～＊＊度・・・）
〇級00号

特定の外部資金等の規程により日当を支給しない場合 規定により日当支給せず

定額の範囲内で定めて支給 日当1日あたり0000円支給

日当を減額して支給する場合 定額の割合で支給 日当1日あたり0割支給

日当 午前到芹のため日当減額昼食代が不要な場合 午後出発のため日当減額

日当のうち、 交通費相当分を減日帰りで往復の行程が鉄道換 交通費不要のため日当減額
箕で100Km未満の場合 額する場合または昼食代相当 昼食代不要のため日当減額分を減額する場合

--, …•今年度追加・変更した事項です
注意点
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令和元年7月18日

記入省略。 新幹線はのぞみ利用の料金が基本となります

規定経路と比較して安価であれば支給します。

000ー△△△は乗車区間を記入。

100キロ未満の区間で特急を使用する理由を記載するか 、 別途
理由 書を提出してください。

※100Km未満の区間の特急料金は、 職務上の必要その他やむ
を得ない事情により、 旅行命令者が必 要と認めるときに限り支給
可能

未記入の場合 、 学割を適用する。

本学の学生が 、 特別研究員として出張する場合も、未記入の場
合は 学割を適用します。 （日当•宿泊料はその他職員で支給。 ）
学割を使用しない場合は必ず備考掴に記載をお願いします。

定期券等による不支給 範囲を明確に記載。

必ずしも領収書の金額どおり支給されるとは限りません。

記載が無い場合、 領収書の到荒を待たず規定額で計箕が進ん
でしまいます。

未記入の場合、 JR利用として処理することがある。

未記入の場合、 JR利用として処理することがある。

空港⇔用務地の交通費の計算のため、 使用区間（福岡ー羽田等）
は必ず記入して下さい。

空港⇔用務地の交通費の計箕のため、 使用区間（福岡ー羽田等）
は必ず記入して下さい。

早割チケットを利用できなかった理由を記入

LCC以外の航空会社の成田空港発荒便を利用する場合は理由
書が必要

食事の有無を記入。 パックに付いていない食事代については、 1

食当 たり日当の半額分を別途支給します。

000ー△△△は乗車区間を記入。

市内利用不可のJRパックの場合 、 「市内利用不可」と記入。

食事の有無を記入。 パックに付いていない食事代については、 1

食当 たり日当の半額分を別途支給します。

「 学割適用せず」を未記入の場合 、 規定の学割適用運負＋宿泊
料の金額とパックの料金を比較し、 安面な方を支給。

本学の学生が 、 特別研究員として出張する場合も、未記入の場
合は規定の学割適用運賃＋宿泊料（その他職員）の金額とパッ
クの料金を比較します。 学割を使用しない場合は必ず備考欄に
記載をお願いします。

例）ゆいレール乗り放題、 京急羽得きっぷ等の父通系の無料クー

ポン

使用区間とフェリ ー 会社、 料金を記入。 （料金表の添付でも可）

使用区間とフェリ ー 会社、 料金を記入。 （料金表の添付でも可）

未記入の場合 、 学割を適用する。

本学の学生が 、 特別研究員として出張する場合も、未記入の場
合は 学割を適用します。 （日当•宿泊料はその他職員で支給。 ）
学割を使用しない場合は必ず備考憫に記載をお願いします。

必ずしも領収書の金額どおり支給されるとは限りません。

記載が無い場合、 領収書の到荒を待たず規定額で計箕が進ん
でしまいます。

日当の半額（交通費相当分）を減額します。

減額指示がなくても原則日当は減額します。 （滞在中の日も減
額）
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用

上
務

」な
地

どかの県記
載でも可。 ）
行程陸路25km未満の旅行の場合は日当の額は定額の1/2。 （旅
費規程別表第4の3備考(1)(2)参照）
交通費相当分としてさらにその半額が減額となるため、 支給額は
1/4となります。 減額指示がなくても原則日当は減額します。

減額しない日付を記入

日付 ・乗車区間を記入。

日当の半額（交通費相当分）を減額します。

日付 ・乗車区間を記入。

日当は支給しません。

乗車区間を記入。

必ずしも領収書の金額どおり支給されるとは限りません。

記載が無い場合、 領収書の到着を待たず規定額で計算が進ん
でしまいます。

船名 大学名航海区域 乗船者の級号
航海区域は、 できるだけ緯度経度ではなく区域名(1 区・2区等）で
記載願います。

乗船者の級号は必ず記載願います。

旅費規程の定額より安価な指示であれば支給可能。

00時出発／ 到荒であれば昼食代を減額するという明確な基準
はありません。 個々の事情により旅行命令者の判断によってくだ
さい。

日帰りで往復の行程が鉄道換箕で100Km未満の場合は、 日当
は1/2。 （旅費規程別表第4の3備考(1)(2)参照）
交通費または昼食代のどちらかを減額する場合は、 さらにその
半額の減額となるため、 支給額は1/4となります。



旅行命令（依頼）伺の備考欄主な記入例

区 分 事 由 備 考 掴 の主な 記 入 例

自宅（実家等）に宿泊するため宿泊料が不要な場合 自宅（実家）宿泊

自宅（実家等）に宿旧するか業務の都合で夕食代を必要とする坦合 自宅（実家）宿泊（夕食代必要）
宿泊料
※「宿泊費」は使用しないこと 宿泊料実費支給(000円/0泊 △△△ 食事含むため朝食代不要o, タ

実費で支給する場合 食代不要o, 朝夕食代不要）
宿泊料実費支給(3泊総額000円 △△△ 別途朝夕食代支給） など

他大学等の食事付無料宿泊施設を利用する場合 宿泊料不要（無料宿泊施設利用）朝食代不要o, 夕食代不要o, 朝夕食代
不蓉

他大学等の食事なし無料宿泊施設を利用する場合 宿
古給
泊料不要（無料宿泊施設利用）朝食代支給o, 夕食代支給o, 朝夕食代

宿泊料を減額して支給する場合
定額の範囲内で定めて支給 宿泊料1泊あたり0000円支給

宿泊料 定額の割合で支給 宿泊料1泊あたり0割支給
※「宿泊費」は使用しないこと 通常は日帰り可能で宿泊を要しない用務先だが、 用務の都合上

やむを得ず宿泊する場合 用務の都合上宿泊

学生宿舎等に宿泊する場合 △△△利用(00料のみ支給o, 口口料のみ支給せず）

0月0日学会参加費に夕食代含むため減額食事代 学会参加費等に朝夕食 ・ 昼食を含むため減額する場合 0月0日ランチョンセミナー 参加費に昼食代含むため減額

入国条件により海外旅行保険の加入義務がある場合 海外旅行保険料支給（訪問先義務）

雑費
研究費の交付元の指示により、 外国出張時に加入する場合 海外旅行保険料支給（交付元義務）

旅行期間が30日を超える外国出張時に加入する場合 海外旅行保険料支給(30日超）

雑費を支給するとき 査証料支給、 予防注射料支給 など

交通費が他 機関負担の場合 交通費他 機関負担(000―△△△)

他 機関負担 日当が他 機関負担の場合 日当他 機関負担(00日）

宿泊料が他 機関負担の場合 宿泊料他 機関負担(00日）

旅費規程第30条により調整 減額して支給する場合 第30条により支給額 00000円

研修等旅行 旅費規程第15条の研修等の場合 第15条による研修（研修o, 講習o, 調査o, 巡回）

赴任旅費 移転料荒後手当及び扶養親族移転料を支給するため 単身（扶蓑親族有(0人）） 宿舎／自宅（実家）／借家

Q-HAT手配 Q-HATを利用してチケット等の手配をした場合 Q-HAT利用

特別研究員として出張する場合 特別研究員として

自宅発荒で出張する場合 自宅発 住所00市xx区

学外者の出張
勤務地／自宅の住所比較が必要 自宅住所00市xx区な場合

学外者及びA·Q·Hコ一ド職員の出張の場合 謝金あり（謝金）o, 謝金あり（雑給）o, 謝金なし

旅行期間と半券の日付が異なる場合 私用のため0月0日帰福o, 出発

出発地と到着地が勤務場所と異なる場合（滞在地から出発） 私用で (o, 別用務で） 000県△△市に滞在しているため発荒は△△市

出発地と到荒地が旅費システム上の在勤場所と異なる場合 00地区（実際に勤務しているキャンパス）勤務

日帰りの場合 日帰り

旅行期間が2日以上で毎日日帰りする場合 日帰り（毎日）

旅行期間中に複数回の日帰り出張がある場合 用務を行った日0/0、 0/x、 0/△ 各日日帰り

その他
用務地と異なる場所に宿泊する場合（※記入必須ではありませんc 実際の宿泊地は00市

別用務（私用）から引き続く場合 別用務（私用）から引き続くため往路交通費不要、 〇月0日の日当o,宿泊料か
ら支給

別用務（私用）に引き続く場合 別用務（私用）に引き続くため復路交通費不要、 〇月0日の日当o,宿泊料まで
支給

外国出張時に空港から用務先まで移動する場合 0000から△△△△間鉄道（送迎車）利用

演習林（他大学）を利用する場合 00演習林一日あたり雑費000円 ・食事代000円

送迎車利用のため、 00地区～福岡空港の交通費不要。
他 機関負担のため、 00空港～△△空港の航空券代支給不要。 △△空港～用一部または全部の交通費が不要の場合 務地間の交通費は支給。

キャンセル料(Q-HAT以外）が発生する場合 キャンセル料000円支給

予箕1から000円、 残額を予箕2から支給
複数の予箕から支出する場合 0/0 XX市までの交通費、 日当までを予箕1から支給、 0/0の宿泊料から

予箕2で支給 など

-, …•今年度追加 ・ 変更した事項です
注意点
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令和元年7月18日

自宅（実家）泊の場合、 夕食代•朝食代は原則不支給なので、 支
給する場合はその旨備考掴に記載してください。

実費額が総額か1泊あたりの金額か分かるよう記入して下さい。

△△△は宿泊施設名を記入。

食事の有無 や食事代の支給範囲を記入。

領収書を提出する場合は、 「宿泊料領収書あり」と記入してくださ
い。

食事代の要・ 不要を確実に記入。

学会参加費等に食事代が含まれている場合は、 下記 「その他」
掴を参照して追記。

△△△は宿泊施設名を記入。

（ ）内は、 支給する料金または支給しない料金を記入。

（例）宮崎演習林学生宿舎利用（雑費のみ支給）
利用許可証など金額が分かる書類を添付してください。

日付を記入。 日当の半額の金額を日当（昼食）、 宿泊料（夕食 、

朝食）から各々減額します。 ランチョンセミナー等昼食の場合は
日当から、 朝夕食代は宿泊料からの減額となります。

旅費規程の条件を満たしていること。

乗車区間を記入。

（ ）は他 機関が 負担する日が決まっている場合。

「 打ち切り」は使用しないこと。

旅費規程15条の内容を記入。

住民票を移さない場合は、 その旨も記入。

特別研究員としての兼務登録もお願いします。

記載が無い場合は、 勤務地発着となります。

自宅発着とする場合、 出発地 ・ 到荒地は自宅にして下さい。

比較必要の記載が無くても、 比較の上安価な方で計算します。

出発地 ・ 到荒地は勤務地にして下さい。

勘定科目 ・税区分を判断するため。

謝金（雑給）でA·Qコ一ドの場合は謝金あり（雑給）、 謝金（雑給）
でHコ一ドの場合は謝金あり（謝金）。

理由によっては支給できない場合があります。

非常勤講師が1ヶ月間に数回講義を行うために出張する場合等

実際の宿泊地を残したい場合は、 日程掴ではなく備考に記載し
て下さい。 記載しても用務地⇔宿泊地の交通費は支給 されませ
ん。

日程掴の宿泊地は、 用務地を入力して下さい。

別用務が本学経費の場合は、 別用務の処理番号を記載。

別用務が本学経費の場合は、 別用務の処理番号を記載。

演習林（他大学）の支給内訳の詳細を記載。

交通費か不要の理由を記入し
i利
て

用
くだ

等
さ
の
い

た
。

め
他

交
機
通

関
費

負
が

担
発

や
生マイしなレ

ー

ジ利用の場合、 または送迎車
かったなどの場合以外では、 交通費の減額はできません。 （「 予
箕の都合上」、 「出張者が辞退」は理由にはなりません。 ）
支給不要の区間は明確に記入して下さい。 航空券代が不要の場
合は、 日程掴に利用空港を入れるか 、 備考掴に利用空港を記入
して下さい。

要（航が空分券か代ろだ上け；；で言な
入
く

"
、
)
空港ー用務地間の交通費も含めて、 要 ・不

キャンセル料の支給には、 備考掴の記入だけでなく理由書の提
出が必要です。 (Q-HAT手配でも理由書の提出が必要。 ）

仮計算時に左記のような指示が無い場合は予算1で全額計算。

（精箕時に必ず指示願います。 ）
「往路を予算1、 復路を予算2から支給」のような記載では、 用務
先が2都市以上ある場合に往路と復路の境目が不明で計算がで
きないため、 具体的に指示して下さい。

＊半角の記号（特にカンマ及びスラッシュ）を使用すると財務会計システムヘの取込時にエラーとなるため使用しないでください。
＊備考欄は、JTB旅費業務センターとの認識の不一致を防ぐため、できる限り上記の例に従って記入してください。

く分かりづらい例＞ ＜記載例＞
・往復航空機パック使用1泊（朝食なし） → ・往復航空機パック使用1泊（食事なしor朝食付去or朝夕食付去）
•宿泊料実費 5.000円 → •宿泊料実費支給 (5.000円/1泊）
•宿泊料1 泊5,000円食事の棒供なし → •宿泊料1 泊5,000円悼l浄朝夕食代古給
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◇旅費再精算（赤黒処理、返納・追給）処理手順

旅費の再精算（赤黒処理、返納、追給）が生じた場合は、下記の手順及び次頁以降の入力例を
参照の上、処理願います。
なお、再精算は複数回行うことができます。

【再精算処理手順】

1)旅費システムで再精算の申請を行い、承認を完了させる。
＊入力方法については、次頁以降の入力例のほか、JTBのマニュアルも参照願います。

<JTBのマニュアル＞
旅費システムトップページ→「Q-HAT2015お役立ち情報」→●各種マニュアルの

「操作マニュアル（申請編）」8.再精算申請
＊再精算の申請を行うことができるのは、元の申請者及び元の申請者の代理申請権限を

持つ担当者です。
＊承認ルートは、精算時のルートと同じです。

2)次の書類を、財務部経理課経理総括係へ提出する。
く赤黒処理（金額の変更がない）の場合＞

再精算の旅行命令、元の旅行命令（精算時に変更があった場合は変更後の旅行命令）、
元の計算書、元の経費精算日報

＊再精算の旅行命令に朱書きで「赤黒」と記入してください。
＊証拠書類（領収書や半券）は送付不要です。
＊経費精算日報は、財務会計システム(V2)から印刷できます。

（経費関連業務→経費管理業務→経費管理帳票→経費精算日報）
＊財務会計システム(V2)を業務で利用されていない部局は、経費精算日報は提出不要

ですが、備考欄に必ず経費精算番号をご記入くださいますようお願いします。

＜返納・追給（金額に変更がある）の場合＞
再精算の旅行命令、元の旅行命令（精算時に変更があった場合は変更後の旅行命令）、
元の計算書、元の経費精算日報、その他計算に必要な証拠書類（領収書や半券など）

＊再精算の旅行命令に朱書きで「再精算」と記入してください。
＊返納・追給額の認識を一 致させるため、可能な限り元の計算書に変更箇所を

朱書きしてください。
＊経費精算日報は、財務会計システム(V2)から印刷できます。

（経費関連業務→経費管理業務→経費管理帳票→経費精算日報）
＊財務会計システム(V2)を業務で利用されていない部局は、経費精算日報は提出不要

ですが、備考欄に必ず経費精算番号をご記入くださいますようお願いします。











旅行命令申請行程等入力例
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九州大学サポー トセンター

＜＜入力欄のご案内»

出裾内吝

①年度

②用務先

③用務地

④用務

⑤日付

⑥出発地

⑦到着地

⑧用務先

⑨宿泊地

⑩交通機関

⑪利用空港

ゴ立?SO�入力町

J 胃?SO点功可

- ?200文亭入力可

申請の会計年度をご選択ください。年度の選択を誤ると、 申請をやり直さなければならない場合がありますのでご注意下さい。

用務がある場所、 施設等の名称をご記載ください。 例）東示大学、 パシフィコ横浜 など

用務がある市町村をご記載ください。 例）東示都文示区、 横浜市港北区 など

用務内容を簡潔にご記載ください。

各行程の日付（現地時間基準）をご記載ください。行程の中で日付をまたぐ場合は2行に分けてご記載ください。

※詳細は各サンフルをご参照ください。

九州大学旅費取扱細則第7条に起点及び終点が定められている地区については、 キャンパス名を記載し、 それ以外の場所が発着地の場合は

市町村名をご記載ください。キャンパス名ではなく、 「福岡市」や「福岡市西区」などと入力されており、 備考欄に理由の記載が無い場合は、

出張者が所厩するキャンパスを起点として計算しますのでご注意願います。別用務で滞在中の場所から出発するなど、 所厩と発着地に

相違がある場合は、 実際の出発地を入力した上で備考欄にも相違する理由もあわせて記載してください。例：別用務から引き続くため00市発

学外者に関しては、 勤務地以外を出発地とする場合は、 理由も含め、 その旨備考欄にご記載ください。ご自宅と勤務地のうち交通費が安価な方を

出発地とする場合で、 どちらが安価になるか不明な場合は、 発着地へは勤務地所在の市町村を、 備考欄へはご自宅所在の市町村をご記載くださ

※機中泊や船中泊、 空港待機がある場合はこの限りではありません。各サンフルをご参照ください。

基本的な記載方法は、 ⑥出発地と同様です。旅行期間中の到着地は、 原則、 用務地と同ーである必要があります。

※機中泊や船中泊、 空港待機がある場合はこの限りではありません。各サンフルをご参照ください。

各行程毎の用務先をご記載ください。用務がない日は空白で構いません。

原則、 用務地と同ーである必要がありますので、 実際の宿泊地ではなく、 用務地をご記載ください。実際の宿泊地を残したい場合は、

日程欄ではなく備考欄に記載してください。（記載しても用務地—宿泊地間の交通費は支給されません。）

※機中泊や船中泊、 空港待機がある場合はこの限りではありません。各サンフルをご参照ください。

各行程中、 メインとなる父通機関をご選択ください。

⑩父通機関にて「※空路（不支給）」をご選択された場合は、 父通機関欄右の利用空港欄に発着のご利用空港をご記載ください。

※規定経路を算出するために利用空港をご確認させていただいております。 例）福岡—羽田 など

＜＜共通の注意事項»

●空路の場合、 搭乗半券等で利用空港を確認し、 それ以外の交通費は、 国内は規定経路の支給基準に則って計算します。

但し、 特殊な経路で船舶やバスを利用する場合には、 別途料金表や領収書の提出をお願いする場合があります。

海外の場合は、 証拠書類で実費が確認できるもののみが支給対象となりますので、 必ず、 証拠書類をご提出ください。

●宿泊費、 食事代の支給等について、 不支給や減額の指示がある場合は、 必ず、 備考欄へその旨を記載してください。

●旅行命令申請情報の出張期間は、 行程記載の日付を自動反映しています。旅行命令伺と計算書の日付が一致するよう、 行程の入力を行ってください。

例）国内パタ ーン⑥のように、 5/1の宿泊費まで支給したい場合は、 5/2の滞在中の行程を入力し、 備考欄へ補足の指示を記載してください。

●行程の欄は、 行程のつながりがわかるよう、 「到着地」および「宿泊地」と次行程の「出発地」が同一になるように入力します。

同ーとなっていない場合は、 旅行命令申請を差戻させていただきますのでご注意ください。

前後の行とつながっていない行程がある場合、 交通費の支給対象かどうかの確認が必要となるためです。


























